
（案） 

補本公示０８－１第２０号 

                          令和８年４月３０日 

 

「情報システム等維持整備／海自ロジスティクス基盤システム」の契

約希望者募集要項（企画競争） 

 

分任支出負担行為担当官代理 

海上自衛隊補給本部経理部契約課長 

重 岡  雄 樹       

 

「情報システム等維持整備／海自ロジスティクス基盤システム」の契約について

企画競争を実施しますので、応募希望者は、下記に基づき資料等の提出をお願いし

ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

「情報システム等維持整備／海自ロジスティクス基盤システム」 

 

２ 応募希望者の資格 

  次に掲げる事項のすべてに該当することとします。 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）

第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止 

権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止 

等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者

であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛

省と契約を行おうとする者でないこと。 

（５） 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 

  ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、

この限りではない。 



（６）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正

な契約の履行が確保される者 

（７）令和０７・０８・０９年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

の競争参加資格を有するか、申請中である者又は経営の規模及び経営の状況が

それと同等である者。なお、申請中に応募した場合は資格決定後、速やかに資

格審査結果通知書（写し）を提出すること。 

（８）企画提案に関する要求（細部は企画競争説明書による。） 

  ア 企画提案に関する前提事項（下記に示す要件を前提として、イ要求事項に

関する企画提案をすること。 

  （ア）本事業で運用保守、機能拡張を行う海自ロジスティクス基盤システムは、

インターネットに一切、接続不可能なオンプレミスであり、海上自衛隊海

上幕僚監部指揮通信情報部指揮通信課がシステム責任者であるＭＳＩＩ

オープン系ネットワークに接続するものであること。 

（イ）海上自衛隊ロジスティクス基盤システムは、令和８年５月に運用開始し

たシステムであって、当該システムに蓄積された運用データは限定的であ

ること。 

イ 要求事項 

  本役務について、以下の各項目に関する企画提案をすること。 

（ア）海自ロジスティクス基盤システムのシステム構成・実装された機能に係

る現状把握・分析 

  （イ）ＥＲＰベンダー等から提供されたソフトウェア・アップデート（ＦＰＳ

等）の適用 

（ウ）新たな機能拡張項目の導出 

次の３つの切り口で機能拡張項目候補を導出する。 

（ａ）設計開発中に顕在化した機能拡張ニーズ 

海自ロジスティクス基盤システムの設計開発において、当初の機能要

件に包含されていなかった機能であって、設計開発の中途でその必要性

が認識された機能のうち、本役務期間において実現が可能なものを選定

する。機能追加要望のリストは、官側から別に示す。 

（ｂ）潜在的機能追加ニーズ 

前述の設計開発中に顕在化したニーズ以外の、未だ顕在化していない

機能追加ニーズを抽出する。 

（ｃ）ベストプラクティスとの差分 

他国軍で標準的に実装されている機能と海自ロジスティクス基盤シス

テムで実装されている機能との差分を分析し、海自ロジスティクス基盤



システムの目的を鑑みて、追加すべき機能を導出する。 

（エ）要件定義（追加開発優先順序付与）要領 

前号により導出した追加開発項目の内、本役務において追加する機能を

選定する形で機能追加開発に係る要件定義を行う。 

（オ）機能追加・開発計画 

前号により選定された追加開発項目を本役務において実現するための計

画概案を示す。 

  （カ）運用保守業務の改善 

運用保守業務のシステム化、ＡＩ活用等を通じた業務生産性の向上又は

省力化を図る。 

（キ）ハイパーケア体制 

システム運用開始直後に予見される各種不具合の解消その他の対応を迅

速に行ってシステムの安定稼働及び利用業務の早期定着を図るために必

要な体制をとる。 

（９）日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊す

ることを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していな

いことを証明又は誓約し、若しくは保証できること。 

 

３ 応募希望申請書及び企画競争説明書の交付 

（１）提出先 

   海上自衛隊補給本部経理部契約課契約企画係 

〒１１４－８５６５ 

東京都北区十条台一丁目５－７０ 

０３－３９０８－５１２１（内線５６３６） 

（２）提出期間 

令和８年４月３０日（木）～令和８年５月２１日（木） 

（郵送する場合は、提出期間中に必着のこと。） 

（３）提出方法 

持参又は郵送 

持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時

１５分（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

（４）提出書類 

ア 応募希望申請書（別紙様式） １部 

イ 資格審査結果通知書（写） １部 

ただし、競争参加資格を有していないものは、会社の財政状況・経営成績



を証する書類（直近の決算期における有価証券報告書、監査報告書並びに会

計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書及び内部統制システム整備状

況の概要） 

  ウ 業務従事者リスト及び次に示す履歴資料、別封の非公知の情報の取扱いに

関する資料 １部 

    なお、入札者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の

提出、契約担当官等との協議等に応じる義務を負うものとします。 

  （ア）業務従事者に係る履歴資料 １部 

任意の書式により次の内容を記載お願いします。 ただし、必要に応じ追

加資料の提出を求めることがあります。 

ａ 各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実

績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、

国籍その他文化的背景、業績等（修業、従事、取得等の時期及び期間を

含む。） 

  （イ）非公知の情報の取扱いに関する資料は、次を標準とします。ただし、必

要に応じ追加資料の提出を求めることがあります。 

ａ 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切

の情報について、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき

情報として取り扱うとともに、契約相手方の代表権を有する者、役員（持

分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基

づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに接してはならず、か

つ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはならない旨を定め

る社内規則（締約締結のときまでに施行予定であるときは、当該施行期

日が明記された発簡済みの未施行規則）の写し 

ｂ 契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、

フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、

監督、業務支援、助言、監査等を行う者（③において「親会社等」とい

う。）の一覧及び契約相手方との資本又は契約（名称如何を問わない何ら

かの合意をいい、間接契約、三者間契約等を含む。以下同じ。）関係図 

ｃ 顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は漏えい

が禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないことが

明記された契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約を化体す

る書面すべての写し 

（５）企画競争説明書の交付 

   参加表明書を確認した後、次の事項を記載した企画競争説明書を交付します。 



ア 実施要領 

イ 企画提案に関する要求 

ウ 仕様書概要 

エ 企画提案書等作成要領 

オ 企画提案書等審査要領 

 

４ 企画競争に関する説明会 

（１）開催日時 

令和８年５月２２日（金） 

（２）開催場所 

〒１１４－８５６５ 

東京都北区十条台一丁目５－７０ 

海上自衛隊補給本部 

（３）説明事項 

ア 役務の概要等に関する事項 

イ 企画提案書作成要領 

ウ 海自ロジスティクス基盤システムの概要 

エ 海上自衛隊の情報システム使用上の制約事項 

（４）出席者 

参加事業者当たり２名までとする。 

 

５ 企画提案書の提出等 

（１）提出期限 

令和８年６月５日（金）午前１２時００分まで 

（２）提出場所 

   第３項第１号に同じ。 

（３）提出方法 

 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便で提出期限までに必着のこと。） 

 

６ 評価結果の通知 

企画提案書の評価実施後、契約候補者として１者を選定し、令和８年６月１５

日（月）を目途に評価結果を郵送にて通知します。 

 

７ 疑義の申立 

（１）審査結果に疑義のある応募希望者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内



容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及

び祝日を除く。）以内に書面をもって申し立てることができます。 

ア 窓 口 

第３項第１号に同じ。 

イ 時 間 

持参する場合は土、日及び祝日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時

１５分（正午から午後１時までを除く。） 

（２）契約担当官等は、疑義について説明を求められた場合は、疑義の申立の書面

を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を除く。）以内に説明を

求めた応募希望者に対して書面で回答します。 

（３）疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から３日（土、日及

び祝日を除く。）以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、

疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から３日（土、日及び祝日を除く。）以

内に説明を求めた者に対して書面により回答します。 

 

８ 応募に当たっての留意事項 

応募者は、応募に当たり、次の各号について同意した上で応募をお願いします。 

（１）提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とします。 

（２）正当な理由がなく資料を期限までに提出しなかった者の応募は無効とします。 

（３）本公示に示した参加資格を満たさない者の応募は無効とします。 

（４）説明会、企画提案会への参加、企画提案書の作成及び企画提案書の送付に要

する費用は、応募者の負担とします。 

（５）提出資料は、他の目的には使用しません。 

（６）資料等の提出に当たっては、製本等、過剰な編てつは不要とします。 

（７）当該募集に関する問合せは、補給本部経理部契約課契約企画係に行うことが

できます。 

 

 

 

添付書類：別紙様式「応募希望申請書（記入例）」 

  



別紙様式 

（記入例） 

〇〇．〇〇．〇〇 

 

 

海上自衛隊補給本部経理部長 殿 

 

 

住  所                

会 社 名                

代表者名                

担当者名                

連 絡 先                

 

 

応募希望申請書 

 

 

件  名：「情報システム等維持整備／海自ロジスティクス基盤システム」 

公示番号：補本公示０８－１第２０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：１ 資格審査結果通知書 

     ２ 業務従事者リスト及び履歴資料 

     ３ 非公知の情報の取扱いに関する資料 


